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規約一部変更及び役員選任等に関するお知らせ 

 

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、規約一部変更及び役員選任等に関し、下記のとおり

決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、下記事項は、平成 19 年 9 月 5日に開催される本投資法人の投資主総会での承認可決をもって有

効となります。 

 

 

記 

 

１．規約一部変更の要領及び理由 

① 平成 18 年 5月 1日に会社法（平成 17年法律第 86 号）及び会社法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成 17年法律第 87 号）が施行され、投資信託及び投資法人に関する法律（昭

和 26 年法律第 198 号。以下、「投信法」といいます。）、その他投資法人に関わる法令等が整備・

改正されたことに伴い、現行規約と関係法令との字句等の統一を図るため、現行規約の全般に

亘って必要な字句等の修正を行うものであります（現行規約第 4条、第 5条、第 8条、第 9条、

第 12 条、第 14 条第 1項、第 15 条、第 17 条、第 20 条、第 21 条、第 23 条、第 27 条第 1項(6)

及び同条第 2項、第 28 条、第 30 条）。 

② 平成 18 年 10 月 1 日に東京証券取引所の有価証券上場規程における不動産投資信託証券に関す

る有価証券上場規程の特例が改定され、上場投資法人の運用資産等に占める不動産等以外の資

産についての保有制限が緩和されたことに伴い、当投資法人の資産運用の基本方針のために必

要又は有用と認められる資産の種類に関し変更を行うものであります。 

また、これまで個別に列挙していた有価証券の内容を、投信法に定義される「有価証券」とし

て規定することにより、簡素化を図るものであります（現行規約別紙１ 2．(3) ）。 

③ 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、今後、投資法人による短期投資法人債の発

行が可能となることを踏まえ、当投資法人の機動的な資金調達を可能とするため、規定の変更

及び新設を行うものであります（現行規約第 34 条第 1項・変更案第 35 条第１項、変更案附則）。 

④ 投信法第 115 条の６第 7 項の規定に基づき、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がない場合には、役員会の決議をもって法令に規定する限度内でその責任を免除できる旨

定めることができることとなったことに伴い、会計監査人の責任を合理的な範囲にとどめて会

計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう規定を新設するもので

あります（変更案第 32 条）。 



 

加えて、会計監査人の責任が一層高まりつつある中、当投資法人の運用資産の規模拡大等に伴

い監査業務も拡大することを踏まえ、会計監査人の報酬額を妥当な水準とすることができるよ

う金額上限の変更を行うものであります（現行規約第 32 条・変更案第 33 条）。 

⑤ 投資主価値の更なる上昇を目指し、当投資法人の運用資産の継続的な規模拡大を推進するため、

資産運用会社の報酬に、取得に係る報酬であるインセンティブ報酬３を追加することとするも

のであります（現行規約第 36 条・変更案第 37 条）。 

なお、この資産運用報酬の一部変更に伴い、当投資法人とその資産運用会社である株式会社東

京リアルティ・インベストメント・マネジメントとの間で平成 13 年 9 月 27 日に締結済の資産

運用委託契約を一部変更することについては、本投資主総会の第 2 号議案として別途上程いた

します。 

⑥ その他、条文の新設、削除に伴い条数の変更を行うとともに、条文の整備等を行うものであり

ます。 

 （本件の詳細については、別紙「第 6回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

２．資産運用委託契約の一部変更について 

 投資主価値の更なる上昇を目指し、本投資法人の運用資産の継続的な規模拡大を推進することを目的

として、本投資法人とその資産運用会社である株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメ

ントとの間で平成 13 年 9 月 27 日に締結済の資産運用委託契約に定める委託報酬に資産取得に係る報酬

（インセンティブ報酬３）を追加するものであります。 

 （本件の詳細については、別紙「第 6回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

３．役員の選任について 

 執行役員及び監督役員全員は、平成 19 年 9 月 14 日をもって任期満了となりますため、平成 19 年 9

月 5日に開催される投資主総会に執行役員 1名及び監督役員 2名の選任についての議案を提出するもの

です。 

 また、執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名の選任について

議案を提出いたします。 

 

  (1) 執行役員及び監督役員候補者 

   執行役員   金 子 博 人（重任） 

   監督役員   安 田 莊 助（重任） 

   監督役員   出 縄 正 人（新任） 

 

  (2) 補欠執行役員候補者 

   補欠執行役員  萩 原 稔 弘（新任） 

   ※ 萩原稔弘氏は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している株式会社東京リアルティ･インベストメン

ト･マネジメントの代表取締役社長であります。したがって、本投資法人の補欠執行役員になることについて、

投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号）に基づく兼職承認を平成 19 年 7月 25 日付に

て金融庁長官より取得済であります。 

 

 （本件の詳細については、別紙「第 6回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 



 

４．投資主総会の日程 

  平成 19 年 7 月 25 日  投資主総会提出議案の役員会承認 

  平成 19 年 8 月 15 日  投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

  平成 19 年 9 月 5 日  投資主総会（上記の規約一部変更及び役員選任等を付議）（予定） 

 

以 上 

 
【別紙】第 6回投資主総会招集ご通知 

 
 
※ 本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。 




















































